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国道１８号横断ＢＯＸで落書き被害の発生
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妙高市籠町地先の国道１８号横断ＢＯＸ内において、４月２７日に妙高警

察署からの通報により落書きを発見しました。

高田河川国道事務所では厳正に対処するため、５月１日に妙高警察署と

現地立ち会いを行い、同日に被害届を提出しました。みだりに道路に落書

き（道路の汚損）をすると、処罰（一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰

金）の対象となります。また、このような景観を損ねる行為は、決して許さ

れるものではありません。なお、落書きの消去作業にかかる費用について

は、加害者に対して全額請求する予定です。
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被害状況

※道路法第四十三条では、みだりに道路を損傷し、又は汚損することを禁止しており、同法第百二条で罰則が規
定されています。
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４月２７日 落書き発見箇所


